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第16回 新潟医療福祉学会学術集会

高齢糖尿病患者の日常生活に対して家族が
実施しているサポート 
 
 
遠藤玲奈 1)、金子奈未 1)、高橋智美 1)  
1) 新潟医療福祉大学 健康科学部 看護科 
 
【背景】平成 23 年度の我が国の糖尿病患者数は 270 万人

で、その内 75 歳以上の患者数は 78 万 7 千人である。平

成 19 年の国民健康・栄養調査では、糖尿病が強く疑われ

る人とその可能性が否定できない人は合わせて 2,210 万
人と推定され、60 歳以上の男性の 4 割、女性の 3 割以

上がこれらに該当し、高齢糖尿病患者は増加傾向にあると

推察できる。糖尿病患者は、長期にわたる自己管理を根気

強く続けていく必要がある。また、治療を継続するために

は周囲の協力者からのサポートが必要であり、一番身近な

協力者として考えられるのは家族である。家族と同居して

いる高齢糖尿病患者は独居の者よりも摂取カロリー比が

低く、家族サポートが高齢糖尿病患者の食事療法や自己管

理に影響している可能性があるという研究報告がある。し

かし実際に高齢糖尿病患者の日常生活に対する家族の行

っているサポートとはどのようなものなのか、その実態に

ついての先行研究はほとんどない。そのため、高齢糖尿病

患者の日常生活に対して家族が実施しているサポートの

実態を調査し、そのサポート内容を知る。 
 
【方法】 
1．研究デザイン：記述的デザイン 実態調査 
1) 調査方法；プライバシーが保護できる個室で、インタ

ビューガイドに基づく半構造化面接を個々に 1 人 1 回 
20～30 分程度実施する。 
2) 分析方法；質的帰納法 
3) 調査対象；研究協力の得られた在宅で生活している高

齢糖尿病患者の家族 3 名。 
4) 調査時期；平成 28 年 8 月 
2．倫理的配慮 
得られたデータは匿名性の確保に努め、逐語録は整理番号

制とし、番号個人が特定されないようにした。本学倫理審

査委員会を受審し、承認(17707-160701)を得た。 
3． 用語の定義 
・高齢糖尿病患者：65 歳以上の糖尿病が強く疑われてい

る者または糖尿病と診断されている者。 
・家族サポート：血縁のみでなく嫁や、兄弟の配偶者、義

理の子どもなどを含む同居している人が高齢糖尿病患者

に対して行っているサポート。 
 
【結果】研究対象者は男性 1 名、女性 2 名、年齢は 40 歳

代から 60 歳代で、就業者 2 名、未就業者 1 名であった。

介護を要する頻度は週に 3 日から毎日であり、3 名とも副

介護者が存在した。分析の結果、家族が実施しているサポ

ートのコード数は 81 で、これらは 23 の小カテゴリーと 6
の中カテゴリー、2 の大カテゴリーに分類された。 
 

表 1. 家族が実施している高齢糖尿病患者の日常生活サポート 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、分類過程で抽出された家族が必要としているサポー

トのコード数は 11 で、5 の小カテゴリーと 3 の中カテゴ

リー、1 の大カテゴリーに分類された。 
 
 
 
 
 
 

【考察】家族が実施している日常生活にかかるサポートで

は、社会資源を活用し、身体機能低下や精神的サポートを

行っていた。加齢に伴う身体機能の低下や疾患により生ず

る葛藤に対し、高齢者の持つ力や思いを推察してサポート

できているのは、長くともに生活した家族であるが所以と

推察する。また医行為にかかるサポートでは、食事療法遵

守のためのサポートや症状観察等を行っていた。高齢糖尿

病患者をサポートするために、家族は糖尿病の症状や治療、

合併症等の知識や医療技術も必要とする。そのため、看護

師は正しい知識と正確な技術を家族が取得できるような

支援と評価を行い、効果的なサポートが行えるよう指導を

進める必要がある。更に本調査過程では、家族が必要とし

ているQOL向上にかかるサポートの内容も明らかになっ

た。この背景は、核家族世帯の増加から高齢者や障害者と

の交流が希薄になり、高齢者や障害者と身近に接する機会

が減ったことが一因であると推察できる。高齢化が進展し

地域包括ケアシステムが構築される中で、在宅介護者の負

担を軽減することは重要である。そのため、今後は労働基

準法の育児時間に準ずる短時間の介護有給休暇が取得で

きるシステム等も必要になると考える。 
 
【結論】 
本研究では、家族は日常生活にかかるサポートと医行為に

かかるサポートを実施していることが明らかになった。本

研究の限界は調査対象数が少ないことである。そのため今

後は調査数を増やし更に検証を進めていきたい。 

 

 

表 2. 家族が必要とする高齢糖尿病患者の日常生活サポート 
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患者が看護師を避ける要因 
‐緩和ケアチームに依頼があった一事例の
考察から‐ 
 
 
北島昌樹 1）、水戸部優太 1）、森下慎一郎 2） 
1) 新潟医療福祉大学 健康科学部 看護学科 
2) 新潟医療福祉大学 医療技術学部 理学療法学科 
 
【背景】K 氏 30 歳代女性。夫と別れて実父母と K 氏の子

どもと 4 人暮らし。20XX 年 2 月に左乳がん（腺がん）で

乳房全摘、術後化学療法を行った。しかし、20XX＋1 年

12 月に手術部位に再発が見つかった。在宅では頭痛や悪

心があり、昼夜問わずに何度も病院に訪ねてきた。K 氏は

担当医にその度、説明を何度も求めたり外来看護師に「ま

た来てもいいですか」と頻回に通う状態であった。担当医

は、「頭痛や悪心は、がんの症状と関係がない」と伝え K
氏を遠ざけるようになった。また、外来看護師も対応が困

難であると考えるようになり K 氏に対して意識的に接す

る機会を持たないよう避けていた。 
その後、入院化学療法になったが表情乏しく感情の表出が

少なくなり、悪心、嘔吐の副作用症状が現れても我慢する

傾向にあった。病棟看護師は K 氏を気遣う声掛けなど行

っていたが、反応はなく看護師も困惑していき K 氏を遠

ざけるようになった。そのため、病棟看護師長よりスタッ

フが接し方に困惑していると緩和ケアチームに介入依頼

がきた。なお、K 氏の予測予後は、化学療法の効果が PD
であった場合では約 6 カ月であった。 
 
【目的】それまでの K 氏と医療者との関わりでマイナス

因子となるものを把握し、K 氏に対する医療スタッフの適

切な関わり方を明確化することを目的とした。 
また、PD の場合に K 氏の悔いが残らないように、入院を

機に K 氏の母親としての役割喪失に対してのケアを行う

こととした。 
 
【方法】現象学的質的事例検討 

 
【倫理的配慮】Z 病院倫理委員会の承認、また K 氏に学会

等での発表を行うことの承諾を得た。 
 
【結果・考察】まず、K 氏と面談を行った。「毎日が不安

でしょうがなかった」と不安が大きかったこと、また、誰

かに頼りたかったことを表出した。離婚して子どもを一人

で育てていること、そして、この先、子どものことが心配

であることが表出された。医療スタッフに関しては外来通

院時に「何か冷たくされているような感じで」と K 氏も

認識していた。そのため入院を機にあまり自己を表出しな

いほうが良いと K 氏は感じてスタッフを遠ざけていたと

考えられた。これらより、K 氏の感情を受け止める支援、

頻繁に声をかけて K 氏に関心を寄せていることを示すよ

うにと病棟看護師に統一したケアを提供できるように促

した。 
病棟看護師の感情の表出の促しや環境の整備によって、

徐々に率直に思いを表出するようになり、「私が頑張らな

いと子どももかわいそう」「がんになって人間性を再確認

できてより良い人生になった」と前向きな気持ちが表れる

ようになった。また、化学療法の副作用症状である悪心を

我慢せずに述べられるようになり、制吐剤の使用が定期的

に行われて、悪心が解消できた。子どものことに関しては

「私が独りで育てなきゃいけないと思っていた。私の父母

にも協力してもらえることは今からやっておかなきゃね」

と状態が悪化しても頼れる存在があることを K 氏自身が

実感できた。 
 病棟看護師に対しては、医療スタッフの A 氏への拒否

的な姿勢が A 氏の医療スタッフへの信頼の喪失につなが

ったことを説明した。そこで、それまでの過程から看護師

が自ら気付けるよう、外来看護師を交えたカンファレンス

を行った。その結果、訴えの多い A 氏から看護師は、自ず

と遠ざけてしまう自身に対して再確認することを促すこ

とができた。そのため、カンファレンスでは看護師同士が

話し合い、傾聴の環境を整え統一した接し方を行う方向性

となった。その後、看護師と K 氏との関係性が密になっ

ていった。その結果、K 氏からの思いの表出を受けてケア

プランを立案することが出来るようになった。 
 その後、K 氏は一時退院して、家族と在宅で過ごすこと

が出来た。K 氏は、外来通院時に笑顔で病棟に挨拶する姿

があった。K 氏も外来看護師に以前のように戸惑うことな

く接することが出来た。外来・病棟看護師のカンファレン

スを行ったことで統一したケアプランが立案でき、継続看

護も有用性があったと考える。 
 K 氏に対する化学療法の効果が乏しく、退院後 7 カ月

で再入院することとなった。看護師は、自発的にケアプラ

ンに「母親としての役割喪失に対する看護」を挙げ、実行

していた。そのケアの中で家族が病室を不在にしている際

に、看護師に「母親として出来る限りのことはしたつもり」

と言動がみられた。その数日後、安らかに息を引き取った。 
 
【結論】医療スタッフが K 氏を遠ざける姿は、逆に K 氏

から医療スタッフを遠ざけた。それは、化学療法の副作用

に対するセルフコントロール不良や潜在する問題を抽出

できないことに結びつく。そのため、まず、医療スタッフ

は患者の言動の背景も読み取り、心の声を聴く能力が求め

られる。 
 


